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告         示 

 

兵庫県告示第693号の２ 

 消防法（昭和23年法律第186号）第13条の23の規定により、危険物の取扱作業の保安に関する講習（以下「保

安講習」という。」を公益財団法人兵庫県危険物安全協会に委託して次のとおり実施する。 

  平成25年４月26日 

                                            兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 講習種別ごとの講習日時及び講習会場等 

 (1) 給油取扱所講習 

   （講習対象者）給油取扱所（自家用給油取扱所を含む。）において危険物の取扱作業に従事する危険物取

扱者 

開催年月日 講習時間 地 区 
会場

番号
講習会場（所在地） 

定員

(人)

H25. 7.11(木) 加古川 101
加古川市民会館 小ホール 

加古川市加古川町北在家2000 
250

H25. 7.19(金) 神 戸 102
神戸市教育会館 大ホール 

神戸市中央区中山手通４―10―５ 
200

H25. 7.26(金) 豊 岡 103
豊岡市立豊岡市民会館 大会議室 

豊岡市立野町20―34 
120

H25. 8. 9(金) 篠 山 104
四季の森生涯学習センター 多目的ホール 

篠山市網掛429 
300

H25. 8.22(木) 三 木 105
兵庫県広域防災センター兵庫県消防学校 ２Ｆ講堂 

三木市志染町御坂１―19 
200

H25. 8.28(水) 姫 路 106
姫路市文化センター 小ホール 

姫路市西延末426―１ 
350

H25.10.24(木) 尼 崎 107
尼崎市中小企業センター 大ホール 

尼崎市昭和通２―６―68 
250

H25.11.19(火) 明 石 108
明石市立産業交流センター 多目的ホール 

明石市大久保町ゆりのき通１―４―７ 
210

H26. 2. 7(金) 

13:30 

～ 

16:30 

神 戸 109
神戸市教育会館 大ホール 

神戸市中央区中山手通４―10―５ 
200

 (2) 石油コンビナート地区講習 

兵庫県公報
発  行  人 
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神戸市中央区下山手通 
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   （講習対象者）石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号）第２条第６号に規定する

特定事業所における危険物施設（給油取扱所を除く。）において危険物の取扱作業に従事する危険物

取扱者 

開催年月日 講習時間 地 区 
会場

番号
講習会場（所在地） 

定員

(人)

H25. 7.17(水) 姫 路 201
姫路市文化センター 小ホール 

姫路市西延末426―１ 
350

H25. 9.11(水) 姫 路 202
姫路市文化センター 小ホール 

姫路市西延末426―１ 
350

H25.10. 2(水) 高 砂 203
高砂市福祉保健センター 中ホール 

高砂市高砂町朝日町１―２―１ 
250

H25.10.18(金) 神 戸 204
神戸市教育会館 大ホール 

神戸市中央区中山手通４―10―５ 
200

H25.11. 1(金) 

13:30 

～ 

16:30 

加古川 205
加古川総合文化センター 大会議室 

加古川市平岡町新在家1224―７ 
250

 (3) その他一般講習 

   （講習対象者）前記(1)及び(2)以外の危険物施設において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者 

開催年月日 講習時間 地 区 
会場

番号
講習会場（所在地） 

定員

(人)

H25. 6.27(木) 尼 崎 301
尼崎市中小企業センター 大ホール 

尼崎市昭和通２―６―68 
250

H25. 7.10(水) 尼 崎 302
尼崎市中小企業センター 大ホール 

尼崎市昭和通２―６―68 
250

H25. 7.18(木) 西 宮 303
フレンテ西宮 西宮市フレンテホール  

西宮市池田町11―１ 
240

H25. 7.30(火) 高 砂 304
高砂市福祉保健センター 中ホール 

高砂市高砂町朝日町１―２―１ 
250

H25. 7.31(水) 神 戸 305
神戸市教育会館 大ホール 

神戸市中央区中山手通４―10―５ 
200

H25. 8. 1(木) 加古川 306
加古川市民会館 小ホール 

加古川市加古川町北在家2000 
250

H25. 8. 6(火) 相 生 307
相生市民会館 中ホール 

相生市旭１―19―33 
200

H25. 8. 7(水) 姫 路 308
姫路市文化センター 小ホール 

姫路市西延末426―１ 
350

H25. 9. 6(金) 神 戸 309
神戸市教育会館 大ホール 

神戸市中央区中山手通４―10―５ 
200

H25.10. 4(金) 

13:30 

～ 

16:30 川 西 310
川西市みつなかホール 文化サロン 

川西市小花２―７―２ 
100
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H25.10.16(水)  姫 路 311
姫路市文化センター 小ホール 

姫路市西延末426―１ 
350

H25.10.25(金)  たつの 312
たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール 

たつの市龍野町富永地先 
300

H25.11. 6(水)  尼 崎 313
尼崎市中小企業センター 大ホール 

尼崎市昭和通２―６―68 
250

H25.11. 8(金)  神 戸 314
神戸市教育会館 大ホール 

神戸市中央区中山手通４―10―５ 
200

H25.11.13(水)  市 川 315
市川町文化センター 

神崎郡市川町西川辺715 
150

H25.11.26(火)  加古川 316
加古川総合文化センター 大会議室 

加古川市平岡町新在家1224―７ 
250

H25.12. 6(金) 
 

宝 塚 317
宝塚市立西公民館 

宝塚市小林２―７―30 
100

H25.12.10(火) 
 

明 石 318
明石市立産業交流センター 多目的ホール 

明石市大久保町ゆりのき通１―４―７ 
210

H26. 1.31(金)  伊 丹 319
伊丹シティホテル 光琳の間  

伊丹市中央６―２―33 
250

H26. 2.21(金)  神 戸 320
神戸市教育会館 大ホール 

神戸市中央区中山手通４―10―５ 
200

 (4) 全区分講習 

   （講習対象者）従事する危険物施設の種別を問わない。 

開催年月日 講習時間 地 区 
会場

番号
講習会場（所在地） 

定員

(人)

H25. 7.22(月) 洲 本 401
洲本市文化体育館 会議室１Ａ 

洲本市塩屋１―１―17 
150

H25. 7.23(火) 三 田 402
三田駅前一番館（キッピーモール） 多目的ホール 

三田市駅前町２―１ 
180

H25. 9.27(金) 朝 来 403
朝来市文化会館 和田山ジュピターホール 

朝来市和田山町玉置877―１ 
140

H25.11.29(金) 豊 岡 404
但馬地域地場産業振興センター 多目的ホール 

豊岡市大磯町１―79 
120

H25.12. 5(木) 加 東 405
加東市滝野文化会館 大ホール 

加東市下滝野1369―１ 
200

H26. 1.30(木) 加 東 406
加東市滝野文化会館 大ホール 

加東市下滝野1369―１ 
200

H26. 2.12(水) 尼 崎 407
尼崎市中小企業センター 大ホール 

尼崎市昭和通２―６―68 
250

H26. 2.19(水) 

13:30 

～ 

16:30 

姫 路 408
姫路市文化センター 小ホール 

姫路市西延末426―１ 
350
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  定員に達しなかった講習会場については、当該講習日の２週間前まで受付を継続し、定員に達した時点で

受付を締め切る。 

２ 講習科目及び時間 

 (1) 危険物関係法令に関する事項（１時間） 

  ア 主として過去３年間における危険物関係法令の改正事項 

  イ 危険物関係法令による規制の要点 

 (2) 危険物の火災予防に関する事項（２時間） 

  ア 危険物施設の火災及び漏えいの事例の動向並びにその原因及び問題点の概要並びにその発生防止のた

めの保安上の対策等 

  イ 危険物施設において主として貯蔵し、又は取り扱う危険物の性状等 

  ウ 危険物施設における安全管理に関する知識 

３ 受講対象者 

 (1) 製造所等において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者のうち、次のいずれかに該当する者 

  ア 危険物の取扱作業に従事することとなった日から１年以内の者（ただし、平成23年度又は平成24年度

に危険物取扱者免状の交付を受けている者又は都道府県知事が行った保安講習を受講した者（免状の交

付を受けた日又は保安講習を受講した日が当該作業に従事することとなった日から起算して過去２年以

内の場合に限る。）を除く。） 

  イ 平成22年度に都道府県知事が行った保安講習を受講した者（ただし、平成23年度又は平成24年度に危

険物取扱者免状の交付を受けている者又は都道府県知事が行った保安講習を受講した者を除く。） 

  ウ 平成22年度に危険物取扱者免状の交付を受けている者（ただし、平成23年度又は平成24年度に危険物

取扱者免状の交付を受けている者又は都道府県知事が行った保安講習を受講した者を除く。） 

 (2) (1)に該当しない危険物取扱者で、特に受講を希望する者 

４ 受講申請手続 

 (1) 提出書類 

   一括申請用受講申請書又は個人申請用受講申請書 

   なお、それぞれの受講申請書の対象者及び配布方法は次のとおりとする。 

  ア 一括申請用受講申請書 

    平成22年度に本県が行った保安講習を受講した危険物取扱者のうち、県内の消防法第11条第１項前段

の規定に基づく許可を受けた製造所、貯蔵所又は取扱所で危険物の取扱作業に従事している者を対象と

した申請書を、平成25年４月下旬までに公益財団法人兵庫県危険物安全協会から当該事業所宛てに受講

案内書を同封して郵送する。 

  イ 個人申請用受講申請書 

    ア以外の者を対象とした申請書として、平成25年４月下旬に県内の各消防本部（局）及び消防署等、

公益財団法人兵庫県危険物安全協会並びに兵庫県企画県民部災害対策局消防課及び各県民局において個

人申請用受講申請書及び受講案内書を配布する。 

 (2) 提出先  

   〒650-0011 神戸市中央区下山手通４丁目16番３号 兵庫県民会館 ４階 

公益財団法人兵庫県危険物安全協会 

 (3) 提出期限 

   平成25年５月10日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

郵送による場合は、必ず特定記録郵便によることとする。 

 (4) 受講手数料 

受講申請者一人当たり4,700円相当額の兵庫県収入証紙を、受講申請書の手数料欄に貼り付けること。ま

た、金額の過不足がないようにすること。 

 (5) その他 

ア 受講希望日によっては、会場の都合等により希望日と異なる日を受講日に指定することがある。 

イ 指定した講習日からの受講日の変更（欠席した後に再度受講を希望する場合を含む。）は、平成25年度

内の講習日への変更に限り認める。変更に当たっては、事前に次の問合せ先に連絡すること。 

５ 講習についての問合せ先 
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 (1) 公益財団法人兵庫県危険物安全協会          電話（078）333－8032 

 (2) 兵庫県企画県民部災害対策局消防課危険物係  電話（078）341－7711 内線3418 
 

公 告 

 

   入札公告 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成25年４月26日 

                                 契約担当者            

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１  調達内容 

 (1) 調達物品及び数量 

   参議院議員通常選挙投票用紙（一般用ほか）   9,196,000枚 

   兵庫県知事選挙投票用紙（一般用ほか）      4,598,000枚 

   兵庫県議会議員補欠選挙投票用紙（一般用ほか）  185,650枚 

 (2) 調達物品の特質等 

      調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 納入期限 

   仕様書による。 

 (4) 納入場所 

   契約担当者が指定する場所 

 (5) 入札方法 

      上記(1)の物品について入札に付する。 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額で入札すること。 

２  一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

た者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

３  入札の参加申込み及び入札の方法等 

  入札は、書面又は電子によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。 

 (1) 書面による入札 

  ア 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

       〒650-8567  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

                   兵庫県出納局管理課  担当 足立 

                   電話（078）341－7711 内線4939  ＦＡＸ（078）362－3928 

  イ 参加申込みの期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

       平成25年４月26日（金）から同年５月10日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

    午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

  ウ 入札・開札の日時及び場所 

        平成25年５月30日（木）午後２時 兵庫県庁西館 １階小入札室 

  エ 入札書の提出期限 

    上記ウの入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者によ
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る信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは

同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）

による入札については、平成25年５月29日（水）午後５時までに上記アの場所に必着のこと。 

 (2) 電子による入札 

   「兵庫県電子入札共同運営システム」の利用による入札（以下「電子入札システム」という。）及び開札

手続を行うものとし、この場合は以下によること。 

  ア 参加申込みの期間 

    平成25年４月26日（金）午前９時から同年５月10日（金）午後４時まで（土曜日、日曜日及び祝日を

除く。） 

  イ 入札の日時 

    平成25年５月23日（木）午後５時から同月30日（木）午後２時まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

  ウ 開札日時及び場所は上記(1)ウに同じ。 

４  その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

      契約希望金額（入札書記載金額の100分の105）の100分の５以上の額の入札保証金を平成25年５月28日

（火）正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険

契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

   契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て提出すること。 

 (4) 入札に関する条件 

  ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うか、又は電子入札をすること。 

    イ  所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が平成25年６月７日

（金）まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ  同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ  連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

    カ  入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札金額が分明であること。 

    なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名及び押印があること（電子入札を除く。）。 

  キ  代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

    なお、電子入札の場合は、事前に承認された代理人に限る。 

  ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと（電子入札を除く。）。 

  ケ  再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反して無効となった者以外の者 

 (5) 入札の無効 

      本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類

に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

 (6) 契約書作成の要否 

     要作成 

 (7) 落札者の決定方法 

      入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 
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 (8) その他 

   詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

   Toshizo Ido, Governor of Hyogo Prefecture 

 (2) Nature and quantity of the products to be purchased:  

   Ballot papers for the ordinary election for members of the House of Councilors (for general use, 

etc.) 9,196,000 pcs 

   Hyogo prefectural gubernatorial election ballot papers (for general use, etc.) 

   4,598,000 pcs 

   Ballot papers for the by-election of the Hyogo Prefectural Assembly (for general use, etc.) 

   185,650 pcs  

 (3) Delivery period: As per specification sheet 

 (4) Delivery place: As designated by Hyogo Prefecture 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms: 

16:00 May 10, 2013  

 (6) Deadline for tender: 

   14:00 May 30, 2013 by direct delivery or electronic bidding system 

   17:00 May 29, 2013 by mail 

 (7) Person to contact concerning the notice: 

      Mrs.Adachi, Personnel and Procurement Division, Treasury Bureau, Hyogo Prefectural Government 

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567 

      TEL (078)341-7711 extension 4939 

   FAX (078)362-3928 
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